
一般社団法人弘前青年会議所 

役員選任規程 
 

（目的） 

第１条 本規程は、一般社団法人弘前青年会議所（以下、「本会議所」という。）定款第２６条に基 

づき、理事及び監事（以下、「役員」という。但し、本規定において直前理事長、および顧 

問等の特別職は除く。）選任について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（選挙） 

第２条 次年度役員を選任する場合、選挙、選考及び指名による選出を行う。 

 

（選挙管理委員会の設置） 

第３条 選挙に関する事務を管理するために選挙管理委員会（以下、「選管」という。）を置く。 

２ 選管の構成は、委員長以下若干名とし、被選挙権を有しない者の中から理事会の承認を得て 

これを任命する。 

３ 選管の任期は、理事会による任命と同時に始まり、選挙終了後の事務処理完了と同時に終わ 

る。 

 

（選挙規程） 

第４条 選管は、次の各項に掲げる規程によりこれを管理し実施する。 

２ 選挙権 

一般社団法人弘前青年会議所会員資格規程（以下、「会員資格規程」という。）に基づく義 

務（会費納入）を履行している者であること。但し、休会会員および賛助会員はその資格を 

有しない。 

３ 被選挙権 

会員資格規程に基づく義務（会費納入）を履行している者であること。但し、当該年度の新 

加入会員、休会会員、卒業予定会員および賛助会員は、その資格を有しない。 

４ 被選挙人名簿の告示 

被選挙人名簿の確定日は立候補受付日の７日前までとし選管がこれを作成し明示する。 

５ 立候補手続き 

理事に立候補する者は選管の定める書式により、次の書類を選管が指定する日時に選挙管理 

委員長宛に提出しなければならない。 

（１）立候補届出書 

（２）理事長、監事を除く正会員２名の推薦書 

（３）本会議所における経歴書 

６ 告示 

選管は第４条第３項および第５項の規程に基づき審査を行う。資格を有する立候補者につい 

ては、その氏名を第４条第５項の記載内容とともに、直ちに有権者に告示しなければならな 



い。 

７ 選挙人名簿の告示 

選挙人名簿の確定日は投票日７日前までとし選管がこれを作成し明示する。 

８ 立候補者の選挙活動について 

告示期間中は立候補者の選挙活動を認めるものとするが、選管が指定するものとする。 

９ 理事選挙 

理事選挙については、立候補者の人数と定数の関係により、以下のように行う。 

（１）理事選挙による選出定数は被選挙権を持つ会員の２割（小数点以下切り上げ）とす 

る。 

（２）立候補者の人数が定数より少ない場合、立候補者の信任投票を行った後、定数に足り 

ない人数を被選挙人名簿に記載されている者の中から投票により選出する。 

（３）立候補者が定数より多い場合は投票により定数の選出を行う。 

１０ 投票期間 

投票期間は告示日から投票日迄とし、８月通常総会前までに別途に日時を定め告示する。 

１１ 投票 

投票は本人投票による５名連記の無記名連記方式とし、選管所定の投票用紙による。信任投 

票についても、選管所定の投票用紙により行う。尚、不在者投票は、選挙人名簿確定日正午 

より投票日午後１時までとし、本人投票により事務局を通じ選管が管理する。 

１２ 信任投票 

信任投票を行う場合は、有効投票数の３分の２の得票数をもって信任することとする。 

１３ 理事長候補者および監事候補者選考委員会 

選出された理事候補者は、当該年度理事長を委員長として、理事長候補者および監事候補者 

選考委員会（以下選考委員会という）を構成する。選出された理事候補者の不在者投票は認 

めない。但し、選考委員に選ばれることは妨げない。 

１４ 開票 

開票は、投票期間最終日に選管が行う。又、発表については理事選挙後に、その当選者氏名 

及びこれらの選挙の得票数を含む開票結果を選管より報告する。尚、監事は開票の立会いを 

することができる。 

１５ 有効及び無効 

選出者の記入は姓名を正しく記載されているものを有効とする。投票は、連記投票による 

が、累積投票は認めず累積は全て一票と判断する。投票用紙の切り離しは無効とする。その 

他の場合は選管の事前指示内容とその判断による。本規程及び選管が定める方法によらない 

投票は無効とする。 

１６ 当選 

当選は、得票の多い上位者とし、得票数同数の場合は理事経験の少ないものを優先し、同一 

の場合は年令の多い者を優先させる。又同年令の場合は入会年月日の古い者を優先する。 

１７ 当選の辞退 

当選を辞退する者は、選考委員会開催までに、その旨を選考委員会に提出し、選考委員会 

の決議をもって当選を辞退することができる。 

１８ 選管権限 



選管は任期中における選挙の管理に関する一切の権限を有するが、その任務上公平でなけれ 

ばならない。 

 

（役員の資格） 

第５条 理事長候補者に選考される者は、本会議所入会後３年を経過し、且つ副理事長又は専務理事 

経験を有するものとする。 

２ 理事長を除いた役員は、本会議所入会後の期間を問わない。 

 

（選考委員会の役割） 

第６条 選考委員会は、８月通常総会の開催が理事会承認されるまでに、予め選出された理事候補者 

のうちから理事長候補者を選考決定のうえ議事録を残し、８月通常総会にその選考経緯を発 

表しなければならない。 

２ 選考委員会は、理事長候補者を選考決定後、次年度の監事候補者を決定する必要がある場 

合、監事候補者を選考決定のうえ議事録を残し、総会にてその選考経緯を発表しなければな 

らない。 

 

（理事の指名） 

第７条 選考された理事長候補者は選出された理事候補者が１０名より少ない場合、理事候補者が１ 

０名以上２０名以内となるように、選出された理事候補者の外に、理事候補者を指名するこ 

とができる。 

 

（役員の承認） 

第８条 役員候補者は総会において承認をうけなければならない。 

 

（発効） 

第９条 総会において承認された次年度役員候補者は、翌年開催される１月通常総会終了後に正式に 

本会議所の役員となる。又、次年度理事長候補者は、翌年開催される１月通常総会終了後最 

初に開催される理事会において、選任を受けた時より正式に本会議所の理事長となる。 

 

（公益社団法人日本青年会議所役員等の選任） 

第１０条 公益社団法人日本青年会議所等の役員及び委員候補を本会議所より選出する必要がある時 

は、理事会において候補者を選出する。 

 

（任期中の役員の欠員補充） 

第１１条 任期中の役員に欠員が生じた時、理事長の場合は理事の中から理事会にて決定する。 

理事、監事の場合は理事長指名のうえ理事会で選出し総会で選任することができる。この場 

合、任期は前任者の任期満了までとする。 

 

（次年度役員候補者が任期就任前に欠員となった時） 

第１２条 理事長候補者については理事候補者の中から互選においてこれを選出し、総会の選任を受け 



決定する。但し、第５条の規定を満たす者がいない場合、第５条の規定を満たす者を被選挙 

人とした選挙を行う。 

２ 前項以外については、次年度理事長候補者が指名のうえ総会で選任する。 

 

 

附  則 

１ 本規程は令和４年１２月１６日より施行する。（令和４年８月２３日理事会決議） 


